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横須賀市指名停止措置等規則運用基準 
 

 

要綱本文関係 

 

（規則 第１条 関係 ） 

１ 目 的 

この基 準は、 横須賀 市指名 停止等 措置規則（ 以下、 「規則 」とい う。 ）

の運 用に関 し必要 な事 を 定める ものと する 。 

 

（規則第２ 条第 １項関 係）  

２ 指 名停止 の適 用期間  

入札参加資格の登 録期間を超えて停止 期間 を定め ることはできる

も のとし 、措置 対象者 が継 続して入札 参加資 格登 録をした場合は、 指

名 停止 も引き続き 継続す るも のとす る。  

 

3 指名停止の適用の例外 

「工事請負契約の入札に係る積算疑義申立て手続きに関する取扱要綱」に基

づく疑義申し立てがあり落札決定が遅れた工事において、当初に配置を予定し

ていた技術者が既に他の工事に従事してしまい代替がきかないことによる辞

退の場合は、横須賀市指名停止等措置規則「別表第２」の「13 不正又は不

誠実な行為」の(1)の停止措置の対象としない。 

 

４ 事 業協同 組合 の取扱 い 

規則第３条 に規 定する 共同企 業体 の取扱 いとは 異なり 、 指 名停 止 

を受 けた有 資格 者を含 む事業 協同組 合に 対して は、指 名停止 は 行 わ

ない 。 

 

（規則 第４条 関係 ） 

５ 指 名停止 の適 用期間 の例外  

指名停 止 の対 象者 は、原 則とし て、有 資格 者とす るが、 資格を 新

た に有し た者が 、 資格 を有 する前に措 置要件 に該 当して いたと きに

お いて も、次 のとお り 指名 停止 を 行う ものと する。  

(1) 適 用期 間の例 外の 対 象は、 次の各 号い ずれに も該当 する場 合と す

る。  

ア 措 置要件 が、 「 贈賄 」 、 「 独占禁 止法 違反行 為 」 、 「 競売 入札 妨

害 又は 談合 行為 」 又は 「 あっせん 利得処 罰法 違反行 為 」 の とき。  

イ 資 格を有 する 前に当 該措 置 要件に 該当 するこ ととな った日 （次 
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項 参照 ）から 起算し て、 資格 を新た に有し た日 におい ても停 止

期間 中で あると き。  

(2) 停止 期間  

資格を 新たに 有し た日か ら、 次 のそれ ぞれ の場合 におけ る基準 日

か ら起算 した当 該停止 期間 の終期の 日まで 。 

ア 他の有資格者に対し 、当該 措置事由で指名停止を行っている場合 

当該 指名 停止 の 始期  

イ 上 記以外 の場 合 

(ｱ) 「 贈賄」 、「競売 入 札妨害 又は談 合行 為 」又 は「あ っせん 利  得 

処罰法 違反行 為」 の 場合 、運用基 準第 ６ 項に よって 措置要 件に 該

当す ること を知っ た日  

(ｲ) 「 独占 禁止法 違反 行 為 」 の 場合  

措置要 件該当 日の 翌日  

 

６ 措 置要件 に該 当する 事案の 把握  

措置要 件に該 当す る可能 性があ ると認 めら れる事 案は次 の方法 

によ って把 握し、 指名停 止 を 行うものと する。  

(1) 有 資格業者から の報 告 （規則 第 12 条 第１ 項） 

(2) 他 の公 共機関 から の 通知又 は発表 等 

(3) マ スコ ミ報道 （  市内で 一般に 販売 され て いる新 聞又は テレ ビ、 

若し くはラ ジオの 報道 ） 

(4) 企 業情 報紙  

(5) 神 奈川 県警察 本部 長 からの 通知又 は回 答によ る。（規則第２ 条

第１ 項 別表第 ２第 1３号 から 1６号 ） 

 

７ 指 名停止 の始 期 

規則別 表第１ から 第３の 各号の 停止期 間の 始期に ついて は、当 該 

指 名停止 に関す る伺の 決裁 日の 翌日（ 午前０ 時） とする 。 

 

８ 停 止期間 の算 定方法  

(1) 運 用基 準別表 １ に 規 定する 標準停 止期 間を適 用する 場合  

ア １ か月未 満 の 場合は 、停止 開始日 から 起算し て、 当 該標準 停止 

期間 が 経過す る まで 。 

イ １ か月以 上の 場合は 、当該 標準停 止期 間の 開 始日の 応当日 の前 

日まで 。 

 

（規則 第４条 第１ 項関係 ） 

９ 一 の事案 で複 数の措 置要件 に該当 する 場合の 原則  
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一の事 案で同 時に 二以上 の措置 要件に 該当 する場 合をい い、既 に 

指 名停止 を行っ た事案 に関 し、その後 に他の 措置 要件に も該当 する

こ とと なった 場合は 、 原則 とし て 、新 たな 指 名停止 は行 わないもの

と する。  

 

 

（規則 第５条 関係 ） 

１０ 停止 期 間 中 に 新 た な 措 置 要 件 に 該 当 し た 場 合 の 指名 停止 の始 期 

指名 停止 の 期 間 中 の 有 資 格 事 業 者 が 新 た に 別 の 指名 停止 要 件 に 該 

当 す る こ と と な っ た 場 合 、指名停止 の 始 期 は 、 新 た に 指名停 止 を 決 定 し 

た 時 期 を 始 期 と す る 。 

 

<例示 > 

1 月 1 日            1 月 15 日           1 月 31 日         2 月 14 日 

A １ か 月  

  

B １ か 月 

  

 

 

※Ａ の案 件で 停止 期 間 中 の 有 資 格 業 者 が 、別 途 新 た な 指名停 止 要 件 に 該 

当 す る Ｂ の 案 件 が 発 覚 した場 合、 Ａの 案 件の 停止 期間 満了 後か ら 指名 

停止 を 開 始 す る の で は な く 、 Ｂ の 案 件 に 係 る 伺 の決裁 日 の 翌 日 か ら 指 名

停止 を 開 始 す る 。 

 

（規則 第 6 条 関係 ）11 解 除した 指名 停止 の 効力  

(1) 規則 第６条 によ り 指名停 止 を解 除す る 場合 におけ る 指名 停止 

の終期 は、 当該 指名 停止 解除に係る伺の 決裁日 まで とする 。 

(２) 規則要綱第 ６条の 規定 に より 指 名停止 を解 除した 場合、 解除ま 

での 指名停 止 及び それに 係わ る資格 確認及 び指名 の取 消等の 措

置は 全て 有 効で あり、 指名停 止 の解 除に より、 資格確認及び 指名 

の取 消等を 取り消 すこ とは行 わない 。 

 

12 停 止期間 終了 後に責 めを負 わない こと が明ら かにな っ た場 合の 

指名停 止 の取 扱い  

(1) 既 に終 了した 指 名停止 につ いては 解除 の対象 としな い。  
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(2) 指名 停止 等の 有効 性 及び短 期加重 措置 の非適 用につ いては 、前 

項各号 に規定 すると おり である 。 

 

（規則第 7 条 関係 ） 

13 関係部局長等へ の通 知 

(1) 財 政部長 は、 指名 停止 を 決 定した 場合 は 、速や か に、原 則 、全

部局 長等 に周知 するも の とする 。 

(2) 当該 指名停止 は ホームペ ージに掲 載する 。 

 

14 指 名停止 の公 表 

(1) 決定 した 指名 停止 は 、契 約課に おいて 閲覧 に供す ること 及びホ 

ーム ページに掲載 するこ と に より公 表する も のと する 。 

(2) 指名停止 の 公 表期間 は原則と して、当 該措置 の開始 日 の属す

る 年度及 びその翌 年度とす る。  

た だし、 指名停止 の 終 了日 が、当 該措置 の開始 日 の 属する 年度

の 翌年度 の 末 日を越 える場 合は、当該 措置の終 了日の属 する年 

度までと する。  

(3) ホ ー ムペー ジによる公 表は、前 号の規定 によら ず、当該 指名

停止 の 終了 日ま でと する 。 

 

15 指 名停止 に関 する資 料提供  

特に 反 社会性 の高 い事件 に基づ いて決 定し た 指名 停止 に ついて 

は、 報道機 関に資 料提供 する こと ができ る。  

 

（規則 第 8 条 第１ 項 及び 第 2 項 関係）  

16 指 名停止 期間 中の随意契約 につい て 

(1) 見 積書 を徴収 した 相 手方が 指名停 止 に 該当し た場合 は、契 約を 

締結で きない 。 

(2) ただ し、 指名 停止 の 期間中 の有資 格者 又は当 該有資 格者を 含む 

共同企 業体を 随意契 約の 相手方とする やむを 得な い事由 がある 

と認め られ る 際の 手続き は次の と お りとす る。  

単 独随意 契約  

入札及び契約審査委員会（ 以下 、「 委員 会」と いう 。）の承 認

を 得た後 に、当該契 約の み 締結す る旨の 通知 を随 意契約 の相手 

方に 行う。  

 

（規則第 11 条 関 係）  

17 警告 の取 扱いにつ いて  
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(1) 規則第 11 条 の規定によ り警告を 行う事案 は、本 市契約に おい

て次 のいず れかに該 当した場 合と する 。 

ア 一 の契約 にお いて、 指名停 止 を受 けた 後に、 指名停 止 の対 象と 

ならな い事由 （ 軽微な 事故 等） を発生 させた 場合  

イ 一 の契約 にお いて、 指名 停 止 の対 象と ならな い事由 を複数 回発 

生させ た場合  

ウ 指 名停止 を受 けた後 、１年 を経過 する までの 間に、 同種 の 内容 

の、 指 名停止 の対象 とな らない事由 を発生 させ た場合  

エ 指 名停止 の対 象とな らない 事由を 発生 させた 後 、１年 を経過 す

る まで の間に 、同 種 の 内容 の指名停 止 の対 象と ならな い事由 を

発生 させ た場合  

オ そ の他、 指名停止 の 対象と ならない 事由を発 生させた 場合に

お いて 、 契 約 履行 上の管理 が不 適切 であると 認められ る場合 。 

(2) 前号にお い て、有 資格 者 が責め を負わな い事由 に ついて は 対象

と しない 。 

(3) 第１号に お いて、警 告 を行う 方 法は 次の 通り と する 。 

ア 書面に よる警告 第１号 ア、イ （同 種 の内 容の、 指名停止 の 

対 象と ならな い事由 を複数回発 生さ せた場合 に限る。 ）、ウ 又

はオの いずれか に該当 した場合  

イ 口頭 による警 告  第 １号イ（ 本号アに 該当す る場合

を 除く。） 又はエ のいずれ かに該当し た 場合  

(4) 第１号に お いて、 「 同 種 の内 容」 と は、 要綱別 表各号に おいて

同 一の措 置要件に 分類され る事 由を いう。  

 

（その 他の要 綱本 文関係 ） 

18 指 名停止 等 の 決定手 続等  

(1) 指名停止 等 の決 定 は、その措 置内 容を伺 に より決 定する 。 

(2) 「 建 設 業 法 違 反 行 為 」 を 措 置 要 件 と し て 指 名 停 止 を 行 う 対 象 は 、 

建 設業 法 の 規 定 に 違 反 し た 場 合 の み と す る 。た だ し 、公 共 工 事 の 入 

札 及 び 契約 の 適 正 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 12 年 法 律 第 127

号 ） 及 び 特 定 住 宅瑕 疵 担 保 責 任 の 履 行 の 確 保 等 に 関 す る 法 律（ 平 成 

19 年 第 66 号 ）の 規 定 に違 反 し た こ と に よ り 、建 設 業 法 第 28 条 に 

基 づ く 監 督 処 分 が 出 さ れ た 場 合は 、 「 建 設 業 法 違 反 」を 措 置 要 件 と 

し て 指 名 停 止 を 行 う 。 ま た 、公 衆 損害 、 粗 雑 工 事 、他 法 令 違 反 、 不 

誠 実 行 為 に よ り 建 設 業 法 第 28 条 に 基 づ く監 督 処 分 が 出 さ れ た 場 

合 は 、建 設 業 法 違 反 で の 指 名 停止 は 行 わ ず 、他 の該 当 す る 措 置 要 件 

に 基 づ き 指 名 停 止 を 行 う。 

 


